
様式第二号の十三（第八条の十七の二関係）

提出者　

住所

氏名

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

①事 業 の 種 類

②事 業 の 規 模

③従　業　員　数

④特別管理産業廃棄
物の一連の処理の工
程

（日本工業規格　Ａ列４番）

事 業 場 の 所 在 地 大阪市淀川区十三本町二丁目17番85号

計　　画　　期　　間 2024年4月1日　～ 2025年3月31日

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

事　業　場　の　名　称 武田薬品工業株式会社　大阪工場

 06-6300-6330

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の
減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

１６：化学工業

(第１面)

特別管理産業廃棄物処理計画書

2024年 ６月５日

　大阪市長　　殿

大阪市淀川区十三本町二丁目18番85号

別紙の通り

武田薬品工業株式会社　大阪工場

工場長　山田　章弘

年間出荷金額　：　887億円

619人



特別管理産業廃棄物の
種類

排　　 出　　 量 4.608 t 0.585 t

特別管理産業廃棄物の
種類

排　　 出　　 量 4.516 t 0.573 t

（第2面－1）

①現状

 （分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

廃油：再生可能廃油、塩素系廃油、その他の廃油に分類している

②計画

 （今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

現状と同じ

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

【前年度（2023年度）実績】

引火性廃油

 （これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

引火性廃油

 （今後実施する予定の取組）

現状と同じ

特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

 （管理体制図）

別紙のとおり（資料４：組織図）

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

引火性廃油（有害）

試験：溶媒使用量削減による廃溶媒発生抑制
生産部門：収率向上による廃棄薬品発生抑制

引火性廃油（有害）



①現状

0.106 t 0.007 t 0.036 t 34.161 t

②計画

0.104 t 0.007 t 0.035 t 33.478 t

（第2面－2）

感染性廃棄物

感染性廃棄物

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

強アルカリ 強アルカリ（有害）

強アルカリ 強アルカリ（有害）

強酸（有害）

強酸（有害）



①現状

52.456 t 0.001 t t t

②計画

51.407 t 0.001 t t t

（第2面－3）

廃油（有害） 汚泥（有害）

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

廃油（有害） 汚泥（有害）



特別管理産業廃棄物の
種類

自ら再生利用を行った
特別管理産業廃棄物

の量
t t

特別管理産業廃棄物の
種類

自ら再生利用を行った
特別管理産業廃棄物の

量
t t

特別管理産業廃棄物の
種類

自ら熱回収を行った
特別管理産業廃棄物

の 量
t t

自ら中間処理により
減量した特別管理産業

廃棄物の量
t t

特別管理産業廃棄物
の種類

自ら熱回収を行った
特別管理産業廃棄物

の量
t t

自ら中間処理により
減量した特別管理産業

廃棄物の量
t t

（第3面－1）

 （今後実施する予定の取組）

 （これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

①現状

【前年度（　　　　年度）実績】

 （今後実施する予定の取組）

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

 （これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

【前年度（　　　　年度）実績】



②計画



①現状

t t t t

②計画

t t t t

①現状

t t t t

t t t t

②計画

t t t t

t t t t

（第3面－2）

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項





①現状

t t t t

②計画

t t t t

①現状

t t t t

t t t t

②計画

t t t t

t t t t

（第3面－3）

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項



t t

t t

4.608 t 0.585 t

優良認定処理業者
への処理委託量

4.608 t 0.585 t

再生利用業者への
処 理 委 託 量

0.496 t 0.000 t

認定熱回収業者
への処理委託量

0.059 t 0.000 t

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者

への処理委託量
4.053 t 0.110 t

（第4面－1）

全 処 理 委 託 量

 （これまでに実施した取組）

①現状

【前年度（　2023　年度）実績】

試験：溶媒使用量削減による廃溶媒発生抑制
生産部門：収率向上による廃棄薬品発生抑制

引火性廃油（有害）

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う

特別管理産業廃棄物の量

 （今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

特別管理産業廃棄物の種類 引火性廃油

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った

特別管理産業廃棄物の量

 （これまでに実施した取組）

特別管理産業廃棄物の種類

②計画

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

①現状

【前年度（　　　　年度）実績】



①現状

t t t t

②計画

t t t t

①現状

0.106 t 0.007 t 0.036 t 34.161 t

0.106 t 0.007 t 0.036 t 34.161 t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 31.580 t

0.106 t 0.007 t 0.036 t 2.581 t

（第4面－2）

強酸（有害） 強アルカリ 強アルカリ（有害） 感染性廃棄物

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項



①現状

t t t t

②計画

t t t t

①現状

52.456 t 0.001 t t t

52.456 t 0.001 t t t

2.766 t 0.000 t t t

49.690 t 0.000 t t t

0.000 t 0.000 t t t

（第4面－3）

汚泥（有害）廃油（有害）

自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項



4.516 t 0.573 t

優良認定処理業者
への処理委託量

4.516 t 0.573 t

再生利用業者への
処 理 委 託 量

0.486 t 0.000 t

認定熱回収業者
への処理委託量

0.058 t 0.000 t

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者

への処理委託量
3.972 t 0.108 t

t

全 処 理 委 託 量

【目標】

特別管理産業廃棄物の種類

（第5面－1）

※事務処理欄

②計画

 （今後実施する予定の取組）

引火性廃油 引火性廃油（有害）

電子情報処理組織の使用
に関する事項

【前年度（　2023 年度）実績】

特別管理産業廃棄物
排      出      量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）

90.121

（今後実施する予定の取組等）
・現状維持（電子マニフェスト対応可能な処理業者へ依頼）



②計画

0.104 t 0.007 t 0.035 t 33.478 t

0.104 t 0.007 t 0.035 t 33.478 t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 0.000 t

0.000 t 0.000 t 0.000 t 30.948 t

0.104 t 0.007 t 0.035 t 2.529 t

強アルカリ（有害） 感染性廃棄物

（第5面－2）

強酸（有害） 強アルカリ



②計画

51.407 t 0.001 t t t

51.407 t 0.001 t t t

2.711 t 0.000 t t t

48.696 t 0.000 t t t

0.000 t 0.001 t t t

廃油（有害） 汚泥（有害）

（第5面－3）



（第６面）

１  前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

２  当該年度の６月30日までに提出すること。

３ 当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入する
こと。

(1) ①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)
②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元
請完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種
に応じ事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3) ④欄には、当該事業場において生ずる特別管理産業廃棄物についての発生から最終処分が
終了　　するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含
む。）を記入すること。

４
　「自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄
物の種類ごとに、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行っ
た特別管理産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前
年度の実績、目標及び取組を記入すること。

５ 「自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物
の種類ごとに、埋立処分した量を記入すること。なお、中間処理を行うことにより特別管
理産業廃棄物に該当しなくなった産業廃棄物を海洋投入処分するときは、その量も含めて
記入すること。

６ 　「特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、特別管理産業廃棄物の種
類ごとに、全処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の
処理及び清掃に関する法律施行令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理
業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回
収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実
績、目標及び取組を記入すること。

７
 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前年度の特別管理産業廃棄物の全発
生量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物(令第２条第４項第５号イからハまでに掲げるものをい
う。)を除く。)を記入すること。その量が50トン以上の者にあっては、今後の電子情報処
理組織の使用に関する取組等（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処
理及び清掃に関する法律施行規則第８条の31の４に該当するときは、その旨及び理由を含
む。）について記入すること。

８
　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別
紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、
特別管理産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとお
り」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれ
の欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。

９ 　※欄は記入しないこと。

備考



資料1（工程フロー）)

資料1

インプット 工程 アウトプット

原末

注射用蒸留水

PLA液

塩化メチレン

PVA液 廃塩化メチレン

上澄液

M末 廃油

潤滑油

製 造 フロー

秤量

ろ過、秤量

加温溶解

秤量

粗分散、乳化Ⅰ、冷却

冷却

乳化Ⅱ

水中乾燥

篩過

遠心分離機

回収・篩過

秤量

溶解・篩過

凍結乾燥

脱溶媒

取り出し・篩過

混合



資料2

排水

特 管 感 染 性 廃 棄 物 ( 医 療 系 ) 排 出 フ ロ ー ( 例 )
微 生 物 試 験 の フ ロ ー シ ー ト

イ ン プ ッ ト 側 面 要     素 ア ウ ト プ ッ ト 側 面

寒天培地 (ｼｬｰﾚなし )

寒天培地 (ｼｬｰﾚあり )

液体培地 ホルマリンガス

試薬 一般廃棄物
消毒剤 発砲スチロール（梱包材）

プラスチック製材料 準 備 Ｐケース（梱包材）

蛍光灯 （培地調製） ポリビン（直接容器）

殺菌灯 （ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ） 蛍光灯

紙製材料 殺菌灯

上水 排水

蒸気 ドレン水

電気

エ水

廃シャーレ（寒天培地入り）

一般廃棄物
試験検体 プラスチック類

液体培地 Ｐケース

希 釈 液 ・ 洗 浄 液 排水

試薬 試 験 実 施 注射筒

消毒剤 注射針

プラスチック製材料 ガラスビン（直接容器）

試験検体

廃寒天培地（シャーレなし）

コピー用紙
廃シャーレ（寒天培地入り）

試 験 判 決 一般廃棄物
プラスチック類

機密書類

排水

廃検体

コピー用紙 廃試料液
試薬 後 始 末 廃液体培地

電気 回収古紙

ガラス類

排水

上水 （報告書作成） 一般廃棄物
蒸気 （器具洗浄）



資料４

【大阪工場地区】

　＊環境管理統括者
　＊安全衛生環境委員会委員長
　＊ISO14001トップマネジメント

安全衛生環境担当部門
その他委員会 ＜ＥＨＳ室＞

　＊安全衛生環境委員会事務局
　＊ISO14001事務局

安全衛生環境担当部門責任者
＜EHS室長＞
　＊特別管理産業廃棄物管理責任者
　＊安全衛生環境委員会事務局長
　＊ISO14001環境管理責任者

製造関係部門
(人・設備）

事務関係部門
(人・設備）

関係会社
（人・設備）

大阪工場長

安全衛生環境委員会


